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一級河川土器川水系土器川における

河床掘削工事の代行を条件とした河川砂利等の採取希望者 募集要領

１．募集の趣旨

国土交通省（以下「河川管理者」という。）は、一級河川土器川水系土器川におい

て、河川管理上、河床掘削工事が必要と判断し、かつ当該工事の施工に伴い砂利等の

発生が見込まれるため、河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２０条に基づく承認

を受けて工事を施工し（以下「代行工事」という。）、併せて河川法及び砂利採取法（昭

和４３年法律第７４号）の規定に基づき当該砂利等の取得を希望する者（以下「希望

者」という。）を募集します。

応募される方は、本募集要領をお読みいただき、次の各事項をご承知の上、お申し

込みください。

２． 募集対象箇所等

（１）河川の名称

一級河川 土器川水系 土器川

（２）掘削（採取）の場所

土器川水系 土器川 ６ｋ０～６ｋ４ 丸亀市川西町地先

（別添位置図、平面図及び現況写真のとおり）

（３）掘削（採取）に係わる土地の面積

３３，６００ 平方メートル

（別添平面図のとおり）

（４）掘削（採取）できる砂利等の数量

レキ質土 予定数量１７，０００ 立方メートル

希望数量が上記数量に達しない場合でも応募が可能です。

（ただし、希望数量は全量を採取すること。）

（５）掘削（採取）の深さ

（別添縦断面図及び横断面図のとおり）

（６）掘削（採取）の期間

許認可日～平成３１年１月３１日

（７）河川管理者は、本募集要領の６に定める審査を行い、適切に代行工事を行うこ

とができると認められる者（以下「候補者」という。）を選定するものとする。

３．土石採取料

河床掘削工事の代行を条件とした河川砂利等の採取であるため、採取料を免除する。

４．応募資格要件

希望者は、次に揚げる要件に該当するものとする。

（１）砂利採取法第３条に規定する砂利採取業者の登録を受けていること又は申込み

締め切り日の平成３０年１０月１９日までに登録を受ける見込みであること。
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（２）建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条に規定する建設業の許可（土木工事

業に限る。）を受けていること又は申込み締め切り日の平成３０年１０月１９

日までに登録を受ける見込みであること。

（３）業務主任者を河床掘削の工事現場に専任で配置できること。

（４）次の①から⑤までの欠格事項のいずれにも該当しない者

①当該作業を実施する能力を有しない者。

②破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。

③採取希望申込書の提出期限前２年以内に、河川法、砂利採取法及び採石法（昭

和２５年法律第２９１号）に係わる違反による有罪判決、起訴（訴状中を含む。）

又は重大な行政処分を受けた者。

④会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく更生手続きまたは再生手続きの開始の申立てがなされて、

更正手続開始の決定又は再生計画認可の決定がなされている者。

⑤過去３年間で法人税、所得税、消費税の滞納がある者。

（５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるもの

として排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。

（６）なお、次の①から⑤の事項に該当した場合は、審査の対象から除外とする。

①提出書類の必要事項に記載がない場合あるいは必要な書類が添付されていない

場合

②提出書類に虚偽の記載があった場合

③期間内に必要な書類等が提出されなかった場合

④提出書類への質問に対して回答が得られなかった場合

⑤その他不正行為があったと認められる場合

５．応募申込み手続き等

（１）応募申し込み手続き

希望者は、次の書類を四国地方整備局香川河川国道事務所工務第一課へ提出す

ること

①申込書（様式１）

②採取計画概要書（様式２）

③誓約書（様式３）

④砂利採取法第３条の砂利採取業者登録通知書の写し

⑤当該事務所の業務主任者の氏名及び砂利採取業務主任者試験合格証の写し

（２）申込み方法

①郵送で申込む場合

申込み受付期間 平成３０年９月１１日から平成３０年１０月１９日

【平成３０年１０月１９日必着のこと】

送り先 〒７６０-８５４６ 香川県高松市福岡町４－２６－３２

四国地方整備局 香川河川国道事務所 工務第一課

②持参する場合

申込み受付期間 平成３０年９月１１日から平成３０年１０月１９日
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【午前９時から午後５時まで、ただし、土・日・祝日を除く】

提出先 〒７６０-８５４６ 香川県高松市福岡町４－２６－３２

四国地方整備局 香川河川国道事務所 工務第一課

（３）質問書の提出

質問書の提出期限は、平成３０年１０月１２日とする。

上記期間内に四国地方整備局香川河川国道事務所工務第一課宛（FAX ０８

７－８２１－１７１３）に、任意様式に必要事項を記入して FAX で送付するこ

と。回答は遅滞無く質問者に回答する。なお、質問書送付時には、電話により

確認を行うこと。（TEL ０８７－８２１－１６１９）

６．審査について

（１）河川管理者は、提出書類により応募資格の確認を行う。

（２）希望者の審査方法は、採取計画概要書（様式２）の内容を審査の上、総合的に

判断し、候補者を選定する。ただし、審査の結果、採取計画概要書に記載され

た内容に差異が認められない場合は、希望者のくじによる抽選にて選定する。

（３）採取計画概要書における審査項目は次に掲げるものとする。

①採取計画希望数量及び工程

②掘削に伴う災害及び事故防止のための方法及び施設

③砂利等の搬出における安全対策及び清掃方法

④業務主任者の資格

（４）スケジュール（案）

申込書締切 平成３０年１０月１９日

審査・選定 ～平成３０年１１月９日までに選定

河川法等の申請 ～平成３０年１２月１３日まで

河川法等の許認可 ～平成３０年１２月２７日までに許認可

土石採取開始可能 許認可日～平成３１年１月３１日

（５）審査結果の通知

前項の審査結果を書面で希望者に通知するものとする。

審査結果に対して疑問がある者は、結果通知日から１週間以内に文書で質問

することができる。質問者は５．（２）申込み方法に示す宛先に提出すること。

７．河川法及び砂利採取法の許認可手続き

（１）申請手続き

審査結果の通知で候補者に選定された者は、速やかに次の①、②の関係書類

（以下「申請書」という。）を添えて、河川法第２０条、２５条及び、砂利採

取法第１６条に基づく申請を行うこと。

なお、これらの申請を行い、許可を受けて代行工事を行う者を、「代行者」

と言う。

①河川法第２０条の承認及び同法２５条申請

・承認および許可申請書

・事業の計画概要
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・位置図

・平面図

・面積計算図

・面積計算書

・土量計算書

・横断図

②砂利採取法第１６条申請

・採取計画認可申請書

・砂利採取法第３条の砂利採取業者登録通知書の写し

・砂利採取場を管理する事務所の名称、住所及び連絡先

・業務主任者の氏名及び砂利採取業務主任者試験合格証の写し

・業務主任者が砂利採取場において認可採取計画に従って砂利の採取が行われ

るよう監督するための計画書

・搬出経路を明示した図面

※申請書の提出部数は正本１部、副本１部の計２部とする。

（２）申請書の提出方法および提出先

申請書は、下記宛先まで郵送又は持参にて提出すること。

提出先 〒７６３－００８２ 香川県丸亀市土器町東７丁目１５０

四国地方整備局 香川河川国道事務所 土器川出張所

（３）提出期限

申請書の提出期限は、平成３０年１２月１３日とする。特段の理由なく、こ

の期限内の申請を行わない場合は、候補者の選定を取り消すことがある。

（４）河川法第２５条の許可及び砂利採取法第１６条の認可の際に付すことを予定し

ている条件の内容

①許可の期間中、採取区域の周辺の見やすい場所に砂利採取法第２９条に定める

標識を設けなければならない。

②採取又は運搬にあたっては、河川管理施設等を損傷しないように留意し、万一

損傷したときは、速やかに香川河川国道事務所長（以下「事務所長」という。）

に届け出てその指示に従わなければならない。この場合において、現状回復に

要する費用は代行者の負担とする。

③砂利採取及びそれに関連する諸設備その他の施設の用途を廃止したときは、事

務所長の指示に従い代行者が費用を負担して原形に復旧しなければならない。

④採取の跡地の埋め戻し、廃土の処理等はその都度、流れに支障のないように平

に整地しなければならない。

⑤運搬路（堤防、天端を含む。）は維持、補修を行い、常に良好な状態に保たな

ければならない。

⑥採取又は運搬にあたっては、その行為に伴う危険を防止するための必要な措置

を講じなければならない。なお、河川内への進入路は土器川右岸６ｋ２付近の

堤外側坂路の利用を予定しているが、採取又は運搬に必要となる仮設物は、代

行者の負担で設置することし、採取完了後、速やかに撤去しなければならない。
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⑦河川利用者、民地所有者、占用者等、第三者への危害を及ぼさないよう、より

一層の安全対策を講じなければならない。

⑧濁水対策等について適切に実施し、必要に応じて汚濁防止対策を講じること。

⑨現場より発生した不要物（草、木、流木、ゴミ等）及び建設廃棄物については、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に基づくほ

か、「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)」（平成２３年３

月３０日付け環境省環廃産第１１０３２９００４号）及び建設副産物適正処理

推進要綱（平成５年１月 12 日付け建設省経建発第３号）に準拠し、代行者の費

用において適正に処理しなければならない。

⑩現場より発生した特定建設資材については、建設工事に係る資材の再資源化等

に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に準拠し、分別・再資源化等を代

代行者の費用において適正に処理しなければならない。

⑪この認可に係わる行為に着手するとき及び行為を完了したときは速やかに事務

所長に届け出て検査を受けなければならない。

⑫採取時間その他採取行為の細部については、事務所長の指示に従わなければな

らない。

⑬許可の日から１５日以内に採取行為に着手せず実際に採取の意図も認められな

いときは認可を取り消す場合がある。

⑭採取にあたっては、別記様式ａによる採取日誌を作成し河川管理者の要求があ

れば提示しなければならない。

⑮経済産業省令、国土交通省令で定められたところにより、業務状況報告書を提

出すること。

⑯期間の延長は原則として許可しない。

⑰掘削（採取）の場所における粒径が３００ミリメートルを超える転石について

は、採取を認めない。

⑱掘削（採取）の場所における土曜日、日曜日、年末年始（１２月２９日～１月

３日）、祝日及び平日日没後の作業は禁止する。

⑲大雨等により河床掘削箇所に土砂が堆積するなど、砂利採取法１６条の採取計

画に変更が生じた場合には、同法第２０条に基づく変更手続きを速やかにとる

こと。

⑳許可を受けた者の住所を変更したときは、速やかに事務所長に届け出なければ

ならない。

８．その他

（１）掘削（採取）、積込、搬出及び付随する全ての費用（機械費、人件費、仮設費、

安全費（公道に配置する交通誘導員含む））等、代行工事に要する費用は、河

川法第６９条の規定により代行者が負担しなければならない。

（２）第三者に危害を及ぼした場合、苦情等を受けた場合は速やかに土器川出張所へ

報告すること。なお、万一危害を発生したときは代行者が賠償責任を負うもの

とする。

（３）申出書、採取計画概要書、及び工事の許可等の申請書の作成及び提出に要する



- 6 -

費用は、代行者の負担とする。

（４）提出された申込書は返却しない。

（５）河床掘削の場所の試掘を希望する者は、河川管理者の立会の下、代行者自らの

費用において試掘を行うことができる。

（６）本件に関する土石採取事業は、掘削土石の運搬や選別等の実施にあたって、行

政又は地域住民の意見を尊重しなければならない。

（７）予定数量に余裕がある場合は、複数の候補者を選定する場合がある。又は別途

公募を行うことがある。

９．添付資料

位置図

平面図

平面図（航空写真）

縦断面図

横断面図

現況写真

申込書（様式１）

採取計画概要書（様式２）

誓約書（様式３）

別記様式ａ

以上




